
交 通 安 全

一 口 メ モ
高齢者の交通事故防止について

県内では、１１月１１日現在で、交通事故により４０人もの尊い命が失わています。

そして、その中には６５歳以上の高齢者２４人が含まれており、交通死亡事故に占める

高齢者の割合は６０％に達し、極めて厳しい状況です。

歩行者や自転車の方は

○ 通過車両の直前直後の無理な横断は絶対にしない。

○ 道路を横断する際は、横断歩道など安全な場所を選んで、左右の安全をしっかり

確認してから渡る。

○ 夜間・早朝に外出する際は、明るい服装や反射材を着用し、運転者に自分の存在

をアピールする。

運転者の方は

○ 横断歩道を渡ろうとしている、または渡っている人を見つけたら必ず一時停止す

る。

○ 夜間、対向車がいない場合はライトを上向きにして、確実に前後左右の安全を確

認する。

交通事故の先にあるもの・・・・・

○ 最愛の人が奪われ、悲しさ悔しさに暮れる遺族

○ 免許取消し、職場解雇、職場探しに苦しむ加害者

○ 楽しかった家庭生活、一瞬に苦しみ悲しむ双方の家族

一生悔やむ人生を送らないために

安全運転をお願いします。


